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 日本において、 2 人に一人ががんになり、 3 人に一人ががんで亡くなっている。

2005 年の人口動態統計では国内でのがん死亡者数は約 32 万人。しかし、緩和ケア

病棟は 2006 年 7 月 1 日現在 160 施設 (3,045病床 ) であり、多くのがん患者は、いま

だに痛みや苦しみを持ち続けながら病院で最期を迎えているのが現状である。 

 何故日本においては、十分な緩和ケアを受けることができないのだろうか。 

 本研究の第一段階として、文献調査の結果、世界では在宅を基点に緩和ケアを展開

しており、そこには行政による医療計画の存在がある。特に先進的なオーストラリア

においては、患者が一般病院，緩和ケア施設、あるいは自宅で自分の望む所を利用で

き、生活の場とすることができるようにすること、また、三つのどの施設でも一定以

上の緩和ケアが受けられるシステムにすること、そして緩和ケアの主体となる患者の

主体的な意志決定と参画がなされることが必要不可欠であった。 

 日本においても同様の緩和ケアを受けるために何が必要なのかを探るために意識調

査を行った結果、緩和ケアの認識に違いがあることがわかった。受け取り手により、

ケアの種類や質に差がある。まずここを統一していくことが必要である。そして、緩

和ケアの普及のために、在宅ホスピスの普及、相談窓口の充実や診療報酬上の評価が

上げられた。ホスピス・緩和ケア担当者へのヒヤリングを行った結果、緩和ケアを病

棟中心でなく、在宅療養を中心に提供体制を作っていくことが大切だとわかった。 

今後は、患者の在宅療養を支援する緩和ケアとして、相談支援窓口の設置や早期か

らケアを提供できるよう外来の充実、質の高い在宅緩和ケアの普及を病院や緩和ケア

病棟と連携の下に行うことが大切であり、緩和ケアの公共政策が重要となってくる。 
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現在、日本では死亡原因の第一位は 1981 年以来ずっとがんであり、年々増加をしてい

る。日本においては、ずっと緩和ケア病棟を中心に緩和ケア提供体制を作ってきたことによ

り、緩和ケア病棟で亡くなるがん患者しか緩和ケアを受けていない状況が長く続いていた。 

諸外国では 、在宅ケアを中心に緩和ケア提供体制が作ら れてい る 。入所施設 も 、 看取 り を

行 う だけでな く 、 症状マネジ メ ン ト や家族のレ スパイ ト と し て も使われている 。 退所後は 、

多 く の患者は自宅へ戻 り 、 在宅ケア とデイ ケアを使いながら 、 在宅療養を続けている 。 自宅

へ戻る こ と ができ ない患者は 、介護を重点的に提供するナーシングホームにて 、 緩和ケアの

提供を受け る 。 このよ う に 、 患者が一般病院 、緩和ケア施設 、 あ るいは自宅で自分の望む所

を利用でき 、 生活の場 とする こ と を可能にする 。 また三つのどの施設でも一定以上の緩和ケ

アが受けら れるシ ステムにする こ と 、 そ し て緩和ケアの主体 と な る患者の主体的な意志決定

と 参画がな される こ と が必要不可欠であ る 。  

日本において緩和ケアは 、 治癒が望めない患者に対し て行 う ケアだ と 一般には思われてい

る 。 しか し 、 治癒が望めない と判断する病院関係者では 、 統一し た見解はな く 、 この こ と が

緩和ケアの提供に影響している と 思われる 。医師や看護師、福祉関係者への専門研修、患者

側の相談支援窓口の開設、早期から提供できる体制づくり、退院時合同カンファレンス、病

院と在宅の提供体制が一致、在宅の具体的なイメージ提示など、病院や緩和ケア病棟が在宅

療養支援のために果たす役割は大きい。今後 、在宅療養を支援するために 、病院の緩和ケア

チーム と緩和ケア病棟は 、 地域 と 連携を図る試みを推進してい く こ と が重要であ る 。 また 、

早期から緩和ケアが関わってい く ためには 、 緩和ケア外来の働きが大き く 、入院 と外来の担

当者が同一では診療報酬上の評価は現状ではな く 、 緩和ケア病棟 、緩和ケアチーム 、 地域コ

ンサルテーシ ョ ン 、 デイ ケア 、 相談支援窓口の設置について検討するべき であろ う 。  

現在 、欧州諸国は医療の供給 も財政 も公共であ る と こ ろが多 く 、 米国はその反対で 、 民間

が中心であ る 。日本は供給が民間 、 財政は公共の混合型であ る ために 、 医療を公共政策 と し

て語っては こ なかった 。今後日本において も 、 すべてのがん患者が緩和ケアの恩恵を受け ら

れる よ う に 、 行政の働きが一層強ま る であろ う 。 患者の主体的な意志決定 と参画がな される

よ う に 、地域医療圏毎や 、 中核病院を中心 と した医療計画において 、 緩和ケアの提供体制を

配置し 、患者が望む継ぎ目のない緩和ケア提供がな される よ う 、 地域緩和ケアシ ステムを構

築し てい く べき であ る 。  
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１．はじめに 

                                   藤田 敦子 

（１） 日本のホスピス・緩和ケア 1 ）の現状 

  日本において、死亡原因の第一位は 1981 年以来ずっとがんであり、年々増加をしてい

る。 2005 年の人口動態統計では国内でのがん死亡者数は約 32 万人。 3人に一人ががんで

亡くなっている。しかし、緩和ケア病棟は 2006 年 7 月 1 日現在全国で 160施設 (3,045病

床 ) であり、緩和ケア病棟の平均在院日数は約 45 日である。 ２ ） 2002 年にコンサルテー

ション型の緩和ケアチームにも保険点数がつき、入院時において早期からの緩和ケアの提供

が試みられているが、大きな広がりを見せるには至っていない。 ３ ）  

厚生労働省は在宅を支援する形で、 2006 年の医療制度改革において「在宅療養支援診療

所」をつくり、有床診療所の役割の見直しを行い、また介護保険において「通所療養介護」

を作り、医療依存度の高い患者のデイを可能にする試みが始まっているが、成果については

いまだ未知数と言わざるを得ない。 

このように日本においては、多くのがん患者は、いまだに痛みや苦しみを持ち続けながら

最期を迎えているのが現状である。 

 

 

（２） 研究の意義 

1981 年にがんが死亡率 1 位となり、時を同じくして、日本に最初のホスピスが誕生して

四半世紀が経とうとしているが、いまだに多くのがん患者は、緩和ケアの要件を満たしたケ

アの恩恵を受けることができていない。年々がんになり死亡する人が増加している現状か

ら、十分な緩和ケアを受けることができない原因を解明することが重要と思われる。 

 本研究は、インタビュー調査や文献調査を元に、在宅療養支援のための緩和ケアのあり方 

の意識調査を、病院、在宅、一般に対して行った。終末期に対する意識調査はあるが、緩和 

ケアの意識調査については、筆者は思い当たらない。このアンケートは無作為ではなく、緩 

和ケアに対し興味があり、多少の知識を持ち合わせている人々に対して行われているため、 

緩和ケアがどのように捉えられているのか、また今後緩和ケアを普及させるために、何が必

要なのか、多くの示唆が得られる研究となる。 
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２．諸外国の動向 

（１） 文献調査 

藤田 敦子 

英国のシシリー・ソンダース（ Cicely Saunders ）女史が治癒できないがん患者の激しい

痛みや不安を和らげる目的で、 1967 年に、聖クリストファー・ホスピスを作り実践したこ

とが近代的な意味でのホスピスの始まりとなる。医学的な管理と全人的ケアを中心としたプ

ログラムや理念を指し、医療改革の形となり、世界中に広まる。４ ）  

英国では、民間非営利団体が運営を行っているものが67.5％であり、その資金は、公的資

金が 3分の 1 以下であり、主に寄付によって運営が行われている。そのために各ホスピスが

競って患者中心のあるべきサービスを追及し、それを事後的に調査・評価・研究を行い、多

くのボランティアや寄付に支えられてケアが提供されている。対象は、がん患者のみではな

い。ケアのメニューは、入所施設は平均入所日数が 13 日で、症状マネジメント、最後の看

取り、家族のレスパイトの３つに区分される。入所時の評価は、 1時間半から 2 時間以上か

けて行い、家族または本人に退院先の希望を尋ねてカルテに記載され、43.5％が自宅に退院

する。入所以上の規模で、在宅ケアとデイケアが充実しており、全英でプログラムから在宅

ケアを受けている推計新規患者数は 2000 年で 11 万人、入所の新規患者は 4.2 万人で実に

2.6 倍にも上る。デイケアは ｢社会的孤立 ｣を防ぐため多様なものがある。ホスピス・緩和

ケアチームは、疼痛など緩和ケアについての助言・指導と一部直接的ケアを行うことに特化

し、プライマリ・ケアに上乗せする形で提供されている。 ５ ）  

米国では、 1974 年シシリー・ソンダース女史がコネチカット州エール大学で講演をした

ことにより、米国の市民に人権運動として受け止められ、コネチカット州に最初のホスピス

が誕生した。 2004 年現在 3,200 あるホスピスプログラムのうちほとんどは在宅ベースで、

頻繁な在宅訪問、在宅介護を軸とする。かつ公的老人医療保険制度（メディケア）の適用に

なっている。 ６ ） 米国の緩和ケア領域における心理社会的サポートは、主として SW （ソー

シャルワーカー）が携わっていて、患者・家族のサポート、さまざまな葛藤に対する介入、

『患者・家族が必要とするケア』を可能にするために必要な環境調整及び周辺資源との連

携、遺族ケアなどを提供している。 ７ ）米国のホスピス運動の特徴は、学際的なチーム・ア

プローチにある。患者だけでなく家族のニーズに答えるために医師・看護師だけでなく、ボ

ランティア、 SW 、宗教家、栄養士、療法士、ホームヘルスエイド（介護助手）がチームと

して動き、在宅ケアが不可能な場合はナーシングホーム（老人ホーム）などの施設で同じチ

ームにてケアを受ける。 ８ ）  
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（２） オーストラリアにおける緩和ケアシステム 

                                  渡邊 清高 

１） 要旨 

オーストラリアはキリスト教に根ざした終末期医療の体制が、病院や教会などを基盤とし

て地域社会に根ざしており、ケアを受ける患者あるいは家族の意志に基づく様々なサービス

が提供されている。緩和ケアの中心は居宅におけるケアであり、患者本人のクオリティオブ

ライフを大切にする、人生最期の時間を家族と共に穏やかな気持ちで過ごす、といった緩和

ケアを可能にするための方策がなされている。多民族 , 多宗教国家であるオーストラリアで

は人種や宗教の多様性を尊重し、患者や家族の社会的・文化的背景に則した多面的なアプロ

ーチが展開される。そのためには、患者本人や家族との信頼関係を築くこと、状態の変化に

応じた適切な助言やケアを行うこと、そして地域社会やホスピス，病院が連携して対応する

ケア体制を構築することが求められる。こうした体制を可能にするのは患者・家族・ケア提

供者・医療提供者などが手を取り合ってよりよい緩和ケアを作り出すためのたゆまぬ努力と

熱意であり、わが国の社会的・文化的背景を踏まえた工夫を行うことによって、より安心で

持続的な運営が可能なシステムを作ることが可能になると考えている。平成 17 年 12 月著

者が病院研修を行ったシドニー市を含むニューサウスウェールズ州で、緩和ケアを支えるセ

ンターとしてのホスピスの役割について紹介する。 

 

２）緩和ケアの体制 

基本的な考えは、末期患者でもなるべく自宅で過ごす時間を多くすることである。しかし

ながら、介護する家族の休養のための短期入院もあり、定期的に利用する場合もある。在宅

支援体制、および地域でのサービスが充実している為可能である。 

入院目的としては当初は末期癌が多かったが、最近では患者あるいは家族の休養の為の入

院が増加している。入院の状態としては症状のコントロール（便秘，悪心，疼痛など）、癌

だけでなく、慢性疾患、重症痴呆症、慢性気道閉塞性疾患、慢性心疾患、エイズなども対象

である。 

＜環境＞ 敷地の中の庭園は広く、室内の採光も良好である。マリア像や噴水、池、ベンチ

などが備えられており、緑豊かな落ち着いた雰囲気である。庭で食事をとることもでき、散

策する利用者、職員も多い。病室はやや古いものの、基本的に個室か少人数の相部屋であり

バルコニーには椅子とテーブルが備えてあり、喫煙、少量の飲酒なども可能である。病棟に

猫を飼っており（名前は Morphine ＝モルヒネとのこと）患者や職員の癒しの象徴的存在で

ある。 
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＜ホスピスの体制＞ スタッフは医師（緩和ケア，リハビリが中心）、看護師（緩和ケア，

グループケア，地域連携など）、理学療法士、栄養士、ソーシャルワーカー、整体師 ( マッ

サージセラピスト ) などで構成されており、中でも（これはオーストラリアでは一般的であ

るが）看護師に与えられた責任と権限が大きい。在宅→デイケア→入院→在宅などの連携が

シームレスに展開され、ケアの計画作成と実行、在宅や家庭医 (GP: general physician)への

引き継ぎなどは看護師が中心となって行われる。また、家庭医は一定期間緩和ケアチームの

あ る病院での研修教育を義務づけ ら れてい る 。  

デイセンターでは同じ境遇の患者が日中集まり、セラピストと共に創作活動やリクリエーシ

ョン活動を行っている（送迎も行っている）。患者にとって外出の機会を提供し、家族の休

養にもなっている。 

緩和ケアでの処置は経口、座薬、皮下注射のみで、静脈注射などは行っていない。治療目

的の処置は鎮痛など緩和を目的とするもの以外は行わない。経口摂取が不能になった場合に

は経管栄養や点滴は行わない。家族の宿泊の為の部屋もあり、また患者の個室に宿泊するこ

ともできる。 

治療チームはコミュニティーチームがホスピスを中心に診ている。また、急性期の患者に

対して他の病棟に対してコンサルト業務も行っている。 

患者が亡くなった場合も喪失感や悲嘆に暮れて肉親の死を受け入れられない家族へのカウ

ンセリング、法的手続き（不慮の突然死の場合の警察への連絡や手続き）のサポート、連絡

の請負などを行っている。 

 

３）制度設計 

オーストラリアの医療供給体制は政府、州、自治体レベルで規定されており、特に州単位

( シドニーはNew South Wales州 ) で機能分担、ネットワーク化されている。教育および紹

介病院では、外来および入院のための設備と人員だけでなく、医療従事者の教育研修、高度

医療機能のための予算と人員配置を得ている。対象となる地域は 120万人の人口で、予算規

模 14 億豪ドルの地域医療ネットワークの一医療機関としての役割を担っている。このた

め、医療機関の理念として、治療だけでなく、地域住民の健康増進、予防について（特に高

齢者に関して）責任を負う。地域の医療サービス、 GP 、患者会などに対して直接ケアに関

わるのではなく、情報・教育の提供を行う。また、診断時や急性期には急性期病棟（同じ病

院や他の病院）にも連携をとっている。こうした体制は終末期医療や緩和ケアのシステムに

も反映されており、緩和医療やケアを必要とする前の段階でも積極的な情報提供や教育広報

活動が盛んである（パンフレット１，２）。教育病院では地域に対する情報提供、教育、緩



 5 

和ケアに関する研究も行っている。住民教育の対象には、一般市民への巡回教育、高齢者、

ナーシングホームでの介護職員なども含まれる。教育啓蒙活動の一環として他民族やキリス

ト教以外への宗教などへの文化的背景に則った緩和ケアを多様文化センター(multicultural 

center) と連携して展開している。非英語圏のパンフレットも整備されている。 

 

４）わが国における緩和ケアの展開 

わが国における緩和医療 、 緩和ケアが十分機能し ていない背景 と して 、 自宅 、 総合診療

医 、 病院 、 介護施設や支援施設な どの連携が十分 と れてない こ と が考え ら れる 。 大半の患者

は病院で亡 く なってお り 、 在宅や介護施設で最期の時間を穏やかに過ご し たい と い う 患者や

家族の想いを可能にするための社会的イ ン フ ラ 、 制度は未だ十分 と は言えない 。 患者や家族

の視点になった緩和ケアを可能にするためには 、 1990年代にオース ト ラ リ アで築かれた “ 緩

和ケアの三角 ” を整備する こ と 、 つま り 患者が一般病院 、緩和ケア施設 、 あ るいは自宅で自

分の望む所を利用でき 、生活の場 とする こ と ができ る よ う にする こ と 、 また 、 三つのどの施

設でも一定以上の緩和ケアが受け ら れるシ ステムにする こ と 。 そ して緩和ケアの主体 と な る

患者の主体的な意志決定 と 参画がな される こ と が必要不可欠であ る 。 そのために 、地域医療

圏毎や 、中核病院を中心 と し た医療計画において 、 人口規模や支援体制な どの社会的背景に

応じ たベ ッ ド の確保 と運用 、 病院内外の連携 、啓蒙活動な ど多面的なアプローチが可能にな

る よ う に し ていかなければな ら ない 。  

 

【 資 料 １ 】  

パ ン フ レ ッ ト ： 緩 和 ケ ア の リ ー フ レ ッ ト ． 緩 和 ケ ア の 概 要 ， 重 要 性 と  

意 義 ， 受 け ら れ る サ ー ビ ス ， 費 用 負 担 ， 症 状 緩 和 の た め の 方 策 ， 終 末 期 

の 状 態 に つ い て の 説 明 ， 心 理 的 変 化 ， グ リ ー フ カ ウ ン セ リ ン グ （ 悲 し み 

の 感 情 を 和 ら げ た り ， 理 解 す る た め の 支 援 ） の 案 内 な ど が Q&A 形 式 で 

示 さ れ て い る ．  

 

【 資料 2 】  

患 者 と 家 族 向 け の パ ン フ レ ッ ト ： デ イ セ ン タ ー ， 作 業 療 法 ，  

理 学 療 法 ， 心 理 療 法 ， 栄 養 療 法 な ど ， 提 供 さ れ る 緩 和 ケ ア  

サ ー ビ ス に つ い て の 簡 単 な ガ イ ド と 利 用 方 法 ， 連 絡 先 な ど  

が 記 さ れ ， い つ で も 活 用 す る こ と が で き る ．  
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３ ． 「 在宅療養支援のためのがん緩和ケアのあ り 方 」 意識調査 

藤田 敦子 

（１） 調査概要 

１）目的 

諸外国の調査で明らかになった、患者が在宅療養を中心 と して 、 一般病院 ，緩和ケア施

設 ， あ るいは自宅で自分の望む所を利用でき ，生活の場 とする こ と ができ る よ う にするため

に 、 病院 （ 一般及び緩和 ） 、 在宅 、 市民に対して 、 緩和ケアの意識調査を行い 、 それぞれの

もつ緩和ケアの理解や認識 、 そ し て問題点や解決策を明らかにする こ と を目的 と した 。  

 

２ ） 調査対象 

 調査の対象は 、 設問が理解でき る程度の知識を もつ こ と が必要のため 、日本ホ ス ピ ス ・ 在

宅ケア研究会全国大会in神戸の参加者 と し た 。  

 

３ ） 調査方法 

配布によ る無記名自記式質問紙調査を行った 。回収は 6 月25日当日に行った 。 なお 、 NPO

ピ ュ アのホームページを使い 、追加の申し込み もでき る よ う に し た 。 調査期間は 、 2006年 6

月25日～ 7 月10日であ る 。  

 

４ ） 調査票の作成 

 調査票を作成するにあた り 、 日本ホ ス ピ ス ・ 緩和ケア研究会理事 、 緩和ケア関係者 、 千葉

大学広井良典教授にご教授頂いた （ 詳細は調査票参照 ） 。  

 

５ ） 倫理的配慮 

 調査にあたっては 、調査の趣旨に賛同し た方のみに回答を依頼し 、 すべて無記名で行われ

ている 。収集する情報は 、 必要最小限 と し た 。 また 、 調査の依頼にあたっては 、 回答内容は

本研究のみに使用し 、 他の目的で使用しない こ と 、 また研究終了後に破棄する こ と 、 研究の

公表方法について も明記し た 。  

 

（ ２ ）  調査結果 

  配布数:873部 （ コ ミ ュ ニテ ィ ケア部会参加92名 ）  回収数65部  回収率 7.4 ％ 

  ＊  回 収 率 は 少 な か っ た が 、 緩 和 ケ ア を あ る 程 度 理 解 で き る 人 た ち の 中 で 、 ど の よ う な

理 解 や 認 識 が あ る か を 明 ら か に す る 意 義 が あ る た め 、 追 加 は 行 わ な か っ た 。  
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問 １  あ な た の お 立 場 に つ い て お 伺 い 致 し ま す （ 主 な お 立 場 に ○ を １ つ お 付 け く だ さ い ）  

36%

32%

32%

病院

在宅

一般

 

問２  がん緩和ケア（以下、緩和ケア）は終末期ケアだと思いますか？ ( なお、ここでは

『終末期ケア』を「患者の死が遠くないことを念頭に置いて行われるケア」という意味

で使います ) ○は１つ  

   図２  

42.9

28.6

13.1

27.7

19.1

14.3

26.1

20

33.3

57.1

56.5

49.3

4.7

0

4.3

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般

在宅

病院

総数

そう思う

少し思う

思わない

わからない

 
問３ 問 2 で「そう思う」「少し思う」の方に質問です。終末期ケアはいつからだと思われ

ますか。あなたのお考えに近いものをお選びください（○は１つ）  

  図３  

 

9

2

1

12

2

1

3

2

3

1

6

1

1

2

1

1

2

1

4

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般

在宅

病院

総数

治癒が望めない

余命半年

痛み、通院困難

食事摂取不可

トイレ移動困難

その他

 

病院 23：医師１、看護師１９、不明３  

在宅 21：医師 1 、看護師８、 ｹ ｱ ﾏ ﾈ 5 ､

ﾍ ﾙ ﾊ ﾟ ｰ 1 、その他４、不明２  

一般 21：行政１、福祉施設１、患者１、  

患者家族２、その他１２、不明４  

ｎ ＝ 65  図 １  立 場 

が ん 緩 和 ケ ア の 認 識 

ｎ ＝ 65  

が ん 終 末 期ケ ア の時 期 

ｎ ＝ 31  【 そ の 他 の 内 容 】  

・ が ん と 診 断 さ れ た 時     

４ 人  

・ 他 者 の 援 助 が 必 要 に

な っ た 時   1 人  

・ 健 康 な 時 か ら 勉 強 は

必 要     1 人  

・ わ か ら な い  1 人  

38.3    9.7  19.4    6.4  3.2  22.6%  
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問 4  問２で「思わない」方に質問です。緩和ケアはいつから行うものと思われますか。  

   あなたのお考えに近いものをお選びください（○は１つ）  

1

1

2

1

1

2

2

1

3 0

1

1

5

9

10

24

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般

在宅

病院

総数

その他

治癒が望めない

痛みが出てから

再発･転移

手術等治療後

病気がわかった

 

問 5  緩和ケアに当てはまると思われるものはどれですか（○はいくつでも）  

     図５  

 

 

 

 

 

 

 

 
問６ 今後、緩和ケアを普及させるためにどのようなことが必要ですか。あなたのお考え  

に近いものをお選びください（○はいくつでも） 

   図６  

 

 

 

 

 

 

 

問７ がん患者の在宅療養支援について伺います。あなたは最期まで在宅療養ができると  

ｎ ＝ 32  

図 ４  緩 和 ケ ア の 時 期 

ｎ ＝ 65  緩 和 ケ ア の 要 素 【 そ の 他 の 内 容 】  

・ 症 状 緩 和 の 外 科 手 術 1 人     

・ ケ ア 付 賃 貸 ハ ウ ス  1 人  

・ 納 得 の で き る 治 療 。 ま た 共

に 考 え る 相 手 に   1 人       

・ チ ー ム ケ ア が 必 須  1 人  

・ 趣 味 な ど 楽 し み を 追 及 1 人  

・ わ か ら な い     １ 人  

15.4
55.4

64.6
29.2

44.6
63.1

47.7
70.8

32.3
50.8

80
41.5

40

0 20 40 60 80 100

その他

診療報酬上の評価

治療と共に必要なケア

全ての患者に病状を説明

市民への緩和ケア講演会

医師への専門研修会

情報提供を 病院内で行う

相談支援体制を作る

がん患者へのデイ ケア普及

緩和ｹｱﾁｰﾑのｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ

在宅ﾎｽﾋﾟｽを普及

拠点病院に緩和ケア体制

ﾎｽﾋﾟｽ緩和ｹｱ病棟を作る

 

9.2
41.5

60.0
43.1

73.8
55.4

87.7
69.2

64.6
50.8

92.3
95.4

87.7

0 20 40 60 80 100 120

その他

デイケア

遺族ケア
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

安らかな看取り
宗教的支援

家族へのケア

副作用の対処

生き甲斐の実現

経済面等相談
精神的ケア

痛みのケア

身体的ケア

 

ｎ ＝ 65  緩 和 ケ ア 普 及 要 因 

【 そ の 他 の 内 容 】  

・ 一 般 へ の 啓 発 ・ 教 育 2 人  

・ 医 師 な ど の 卒 前 教 育 1 人    

・ 専 門 職 ナ ー ス 育 成  1 人  

・ 福 祉 関 係 者 教 育   1 人  

・ 在 宅 医 療 体 制 充 実  1 人       

1 人  

・ わ か ら な い     ２ 人  

【 そ の 他 の 内 容 】  

・ 生 ま れ た 時 か ら １ 人  

・ 本 人 の 心 が 折 れ た 時  

        １ 人  

8.3  6.3  9.3  3.1    75.0%  
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問７ がん患者の在宅療養支援について伺います。あなたは最期まで在宅療養ができると   

お考えですか（○は１つ）  

                    図  

 

 

 

 

問８ 実現できないとお考えになる理由はどんなことでしょうか。あなたのお考えに  

   近いものをお選びください（○はいくつでも）  

1
5

4
4

6
3

2
3

2
6

10

0 2 4 6 8 10 12

その他

医療依存度可能な通所

いざというときの病院がない

経済的な負担

介護する家族に負担

痛みのケアが不十分

在宅療養のイ メージ不明

２４時間体制の相談場所

チーム作りに時間がかかる

訪問看護が整ってない

往診医師が少ない

 
問９ 緩和ケアが、在宅療養支援になるためには、今後何が必要ですか。あなたのお考え  

   に近いものをお選びください（○はいくつでも）

12.3

44.6

38.5

50.8

53.8

49.2

41.5

46.2

38.5

52.3

75.4

56.9

38.5

63.1

60

76.9

73.9

0 20 40 60 80 100

その他

緩和ケア提供の入居ハウス

一般市民向けの講演会

ボラ ンティア育成

病院、在宅の提供方針が一致

レスパイ ト可能な病院

在宅ケア者の相談支援窓口

がん患者のデイ ケア普及

在宅のアドバイ ス冊子発行

在宅の具体的なイ メージ提示

患者側の相談支援窓口

退院時合同カ ン ファ レンス

入院から退院迄のｽｹｼﾞｭｰﾙ

早期から提供できる 体制

福祉関係者への専門研修

看護師他への専門研修

医師への専門研修

 
 

 

（３）考察  

最期まで在宅療養は可能か 

5 6 %

1 5 %

2 9 %

そ う 思 う 実 現 は 困 難 わ か ら な い  

在 宅 療 養 支 援 の た め の 

緩 和 ケ ア 要 素 

実 現 で き な い 理 由 

ｎ ＝ 65  

ｎ ＝ 10  

36 人  16 人  

10 人  

問10 最後に、緩和ケアのあり方に関して、あなたのご意見をご自由にお書きください 

   システム16人、教育 7 人、情報・環境整備 5 人、緩和体制 5 人のカテゴリーの  

   意見があった。まとめて、資料に記す  

ｎ ＝ 65  

【 そ の 他 の 内 容 】  

・ 医 師 看 護 師 の 教 育  2 人  

・ 経 済 的 支 援     2 人  

・ 医 師 間 の 連 携    2 人    

・ 講 演 会 は 普 及 少 な い 1 人  

・ 自 己 決 定 尊 重    1 人  

図 ７  

図 ８  

図 ９  
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（３） 考察と結論 

 本調査研究では、諸外国の調査で明らかになった、患者が在宅療養を中心 と し て 、 一般病

院 ， 緩和ケア施設 ， あ るいは自宅で自分の望む所を利用でき ， 生活の場 とする こ と ができ る

よ う にする ために 、 病院 （ 一般及び緩和 ） 、 在宅 、 市民に対し て 、緩和ケアの意識調査を行

い 、 それぞれの もつ緩和ケアの理解や認識 、 そ し て問題点や解決策を明らかにする こ と を目

的に調査を行った 。  

 まず、がん緩和ケアの認識について確認をしたところ、一般では半数以上 (62.0 ％ ) が、

終末期に行われるケアだと感じている。一方ケア提供では、病院、在宅ともに緩和ケアは終

末期ケアではないと感じている。終末期ケアの時期については、一般では治癒が望めない状

態と判断している (69.2 ％ ) が、在宅、病院共に優位的な時期はなかった。特に病院側の考

え方が統一されていないことが明らかになった。 

 緩和ケアは終末期でないと判断した人に時期を聞いたところ、病院、在宅、一般ともに、

病気がわかったときを選ぶ人が多かった。つまり、緩和ケアを終末期だと思う人と病気がわ

かったときに提供するとかけ離れた意見が一般に存在することになる。緩和ケアの要素につ

いては、痛みのケア、精神的なケア、身体的ケアなどを上げる以外に、家族ケア (87.7) 、生

き甲斐の実現 (64.6 ％ ) や遺族ケア (60.0 ％ ) を上げる人も多く、現在の緩和ケアの提供時

期や体制を見直す必要がある。そして今後緩和ケアを普及するためには、在宅ホスピスを普

及（ 80 ％）、相談支援体制を作る（70.8％）、治療と共に必要なケア (64.6 ％ ) 、医師へ

の専門研修会（63.1％）が上げられ、診療報酬上の評価 (55.4 ％ ) を求む人も多かった。 

 がん患者の在宅療養が実現不可能なのは、往診医がいないことが一番(100％ ) となってい

る。今後、緩和ケアが在宅療養支援になるためには、医師や看護師、福祉関係者への専門研

修は必要ではあるが、患者側の相談支援窓口の開設（75.4％）を望む人が多く、早期から提

供できる体制づくり（63.1％ ) 、退院時合同カンファレンス（56.9％ ) 、病院と在宅の提供

体制が一致 (53.8 ％ ) 、在宅の具体的なイメージ提示 (52.3 ％ ) など、病院や緩和ケア病棟

が在宅療養支援のために果たす役割は大きい。 

 最後に緩和ケアのあり方について、自由記入をしてもらったところ、地域で看るシステム

を望む声が多かった。今後、緩和ケアを普及していくにあたり、まず緩和ケアの認識や提供

する時期に対しての意見統一が必須である。特に、ケア提供者側の病院において混乱がみら

れることは、大きな問題である。生き甲斐の実現など、現在の看取りのための終末期に入る

病棟とではなく、充実した在宅療養を送るために、相談支援窓口の設置などを行い、精神的

なケアも含め、早期から緩和ケアが提供される体制を作るべきである。 
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４．緩和ケア担当者等へのインタビュー調査 

                                                                                     

藤田 敦子 

   在宅療養支援のためのがん緩和ケアのあり方意識調査の設計のため、また今後のあり

方を検討するために、現在日本において先進的に取り組んでいる緩和ケア科担当者、 

在宅関係者、学識経験者へインタビューを行った。（表１） 

  表１ 病院緩和ケア科担当者、在宅関係者、学識経験者へのインタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  インタビューによって明らかになったことは、すべての患者が緩和ケアを受けられる 

体制を取るためには、①在宅ホスピスを充実させること、②早期から患者に介入できるよ

う外来部門を充実させること、③一般病院、緩和ケア病棟、在宅が作るケアの三角形の連

携を図ること、④緩和ケアチームの関わり方、④相談支援窓口の充実、⑤緩和ケアの診療

報酬上の評価であった。 

  実際、がん患者が全身倦怠感や食欲不振などを強く訴えるようになるのは、約 1 ヶ月 

 前であり、日常生活動作の障害は、半数以上が 1週間前まで保たれる。 ９ ） 痛みなどを 

抑えることができれば、十分在宅療養は可能である。 

在宅をどのような形で充実させるべきなのか、英や川越のように在宅を専門的に扱う診

所  属          氏 名   日にち    場 所 

新宿ヒロクリニック     英 裕雄  3 月 9 日   メール 

山口大学医学部医療環境学  谷田 憲俊 3 月 15 日  メール 

国立国際医療センター    有賀 悦子 3 月 29 日  国立国際医療センター 

ＮＴＴ東日本関東病院    堀 夏樹  5 月 25 日  ＮＴＴ東日本関東病院 

ホームケアクリニック川越  川越 厚  6 月 7 日   メール 

筑波メディカルセンター病院 志真 泰夫 6 月 7 日   メール 

癌研有明病院        向山 雄人 6 月 11 日  メール 

千葉県がんセンター     渡邊 敏  6 月 17 日  千葉県がんセンター 

国保匝嵯市民病院      大木 信子 6 月 17 日  千葉県がんセンター 

千葉大学法経学部      広井 良典 6 月 20 日  千葉大学 

十和田市立中央病院     蘆野 吉和 6 月 25 日日本ホスピス・在宅ケア研究会         

岩手県立北上病院      星野 彰  6 月 25 日日本ホスピス・在宅ケア研究会 

山口市在宅緩和ケア支援センター岡藤美智子 6 月 25 日日本ホスピス・在宅ケア研究会 

矢津内科消化器科クリニック 矢津 剛  6 月 25 日日本ホスピス・在宅ケア研究会 

東京大学医学部附属病院   中川恵一  7 月 3 日   東京大学医学部附属病院 
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療所があれば、連携は必要ないのだろうか。堀らは、城南緩和ケア研究会を組織し、病診

連携を重視した緩和ケアというテーマに沿って、年 2 回の研究会を開催している。その目

標は「新たな知識を広め緩和ケアのスキルを向上させる」「患者ニーズを実現するための

病診連携のネットワークづくり」である。 2006 年 1 月現在 40 名以上の世話人が、品川

区、大田区、目黒区、中央区、新宿区、杉並区、渋谷区、世田谷区に登録されている。

10 ） 緩和ケア科外来に早めに登録をしてもらい、地域と連携を図ることで、緩和ケアを受

けながら在宅療養を継続するか、緩和ケア病棟へ入院するか、その選択を患者・家族が継

ぎ目なくすることを可能にしている。 

  星野は、岩手県立北上病院において、行政、医師会、看護、市民らとの連携による在宅 

ホスピスケアを推進している。（図10）この北上市は、市と医師会が 10 年以上前から、

熱心に在宅での緩和ケア提供に取り組み、病院主治医と在宅主治医、在宅副主治医の連携

と２４ｈ訪問看護ステーションが加わり、市は相談窓口や介護保険適応外の患者への介護

用品の補助などを行っている。 11 ）このような地域一体の在宅への取り組みがあり、北上

市では平成 15 年よりがんで亡くなる人の在宅死率は 20 ％を超えるようになった。 

       図10  岩手県立北上病院の緩和ケアの取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同様に、山口市でも在宅緩和ケア推進事業があり、介護保険外への福祉サービスの提供

や在宅緩和ケア支援センターの設置などを行い、相談支援、専門職種の研修、市民への啓

発を緩和ケア病棟と一緒に取り組んでおり、山口市のがんによる死亡者の約 4 割が緩和ケ

アの恩恵を受けている状況である。 

外来での相談支援体制の充実、退院時の支援の推進、院内外への緩和ケアのスキルアッ

プ、病院と在宅での痛みのケアスキルの連動、入院希望時の対応など、在宅療養支援のた

めに、病院の緩和ケアチームや緩和ケア病棟が果たす役割は大きい。 

①緩和ケア、在宅サポート外来

• 入院患者さん、外来患者さんの、がんの痛みのコントロール

• ご自宅での生活を希望される入院患者さんに、在宅移行への

コーディネート

• がんをかかえて自宅で生活しておられる患者さん宅への往診

緩和ケア、在宅サポート外来：毎週月曜日

緩和ケア、在宅療養に関する電話相談：平日９時から１７時まで

• ②退院支援の推進

• 退院前ミーティングの開催（病院と在宅側のスタッフ）

• 退院支援ツールのパッケージ化（退院支援パッケージ）

• ③緩和ケア委員会

• ④痛みのアセスメント・ノート（ケアの標準化の取り組み）



 13 

５．在宅医療の医療経済 

                                   白川 光政 

1. 医療費のとらえかた 

医療費を見る場合には、どの様に医療費を定義しているか、どのような立場で検討してい

るか、という点を確かめておく必要がある。 

日本の医療費については、国が健康保険で管理した部分については、全体を網羅した数値

が厚生労働省から公表されているが、プライベートで出費した費用についてはよくつかめて

いない（担当医へのお礼、老人病院のお世話料など）。 

次に、医療費を見る立場により結論も異なってくることに留意する。 

 

一つ目は、 ｢ 患者が実際にいくら支払うか ｣である。 

これが患者の受診回数、一般薬購入などに結びつく。 

二つ目は、 ｢ 病院もしくは開業医は実際にいくらの費用がかかっているか ｣である。 

これが機器の購入、ベッド数の増減などに関係してくる。 

三つ目は、 ｢ 保険の診療報酬でいくらになるか ｣である。 

これが、支払い側では国や健康保険組合の財政、受け取り側では病院や医師の治療法の選

択や薬剤選択に関係してくる。 

四つ目は、 ｢ 社会全体としていくら支払っているか ｣ということである。 

この立場が最も説得力が強いといえる。ただし、間接費を多く含み、その前提条件により

数値が大きく動く。 

 

2. 在宅医療の経済を考える視点 

先に述べた一般的な医療費の考え方を在宅医療にあてはめてみる。 

 

（ 1 ）「患者が実際にいくら支払うか」 

透析医療の場合には、他の疾患の治療と異なり、患者負担は非常に低い定額の支払いでよ

い制度となっている。保険以外にどのような費用が実際には必要か。また、治療を受ける施

設が遠ければ、交通費負担も大きい。 

 

（ 2 ） ｢病院もしくは開業医は実際にいくらの費用がかかっているか ｣  

公立の施設であれば、その建築費用などは別勘定となるが、私立で新たに施設を建築する

場合には土地代、建物代、また高額な医療機器などを購入した場合の減価償却をコストに組
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み込む必要がある。医師、看護師、ケアマネージャー、ホームヘルパーなどの人件費（福利

厚生費その他を含む）は、保険で認められている点数とは全く別に、それぞれの雇用のため

に必要な金額がかかってくる。 

 

（ 3 ）「保険の診療報酬でいくらになるか」 

診療報酬の点数をいくらにするかは中医協で適切に決定されることになっているが、実際

には関係団体の圧力や、厚生労働省の担当官の判断に影響されるところが少なくない。 

例えば、日本では外国に比べて、 CT スキャナーの普及率や、都市部における人工透析セン

ターの数が多いが、これは当初より恵まれた診療報酬点数をつけられたためである。 

厚生労働省はこの点数のつけ方を利用して、特定の新規技術の奨励、また陳腐化した技術

の低廉化、そして総医療費の圧縮などを政策的に行ってきた。最近は在宅療法を促進させる

ために、診療報酬を用いて政策的な誘導を行いつつある。 

 

（ 4 ） ｢社会全体としていくら支払っているか ｣  

上であげた費用以外に、実際には患者が医療を受ける場合には、家族、地域、職場、その

他、社会全体でさまざまなコストを負担している。例えば会社員が病気のため、会社を休ん

で外来受診もしくは入院した場合に有給休暇をとれば、それは会社がそのコストを負担した

ことになる。そうした社会全体のコストを合算して評価する。喫煙は、吸う人の健康を損な

うだけでなく、吸殻の処理、火災の発生など、負の外部経済効果をもたらす。 

 

3. 在宅医療の医療経済の課題 

在宅の場合には、患者が在宅医療を受けるために付き添い者が必要になる場合が多い。付

き添い者が配偶者、家族、親族である場合には、その者の逸失利益を考慮する必要がある。

例えば妻が在宅療法を希望し、それをかなえるために夫が終日付き添うという選択をとった

とすると、夫はそれによって、これまでに働いて得ていた利益を逸失したことになる。勤労

により得られる収入、社会的地位、事業の達成といった価値よりも、妻に寄り添うことに、

夫がより高い価値を見出すという選択を行ったような事例も現れてきた。 

ただし、限られた人的資源を最適に活用しようという経済的側面からみれば、ある一定の

ニーズを必要とする者は、それぞれを一定の場所に集めて、その専門の者が対応するのが効

率的である。 3分待ちという外来診療、大部屋による入院医療や高齢者ケアは、そうした点

からは経済的といえる。 

日本が経済的に豊かになり、医療や高齢者ケアについても、個人の希望や特性に合わせ、
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在宅で対応した方が、より高い「効用」が得られる仕組みができてきた。 

在宅医療技術が進歩し、中心静脈栄養、経管栄養、化学療法、鎮痛療法、自己注射、腹膜

透析、酸素療法、自己導尿、人工呼吸については、在宅で行うことが、健康保険の診療報酬

上も認められた。その後も「在宅末期訪問看護・指導料」、「在宅療養支援診療所」などを

設け、政策的にも在宅医療への誘導が行われているが、背景には病院の高いコストがある。 

医療費支出をみると、死亡する 1 ヶ月、 1 週間前あたりに、延命のために濃厚な医療が施

され、百万、千万単位での支払いも散見される。現在は、それぞれの所属する健康保険組合

の財政の中で吸収され、家族も高額医療制度により、一定額以内の支払いですんでいる（す

なわち、受診していない国民がその費用を負担している）。ただし、団塊世代が終末期を迎

え、その数が増えたときには、保険で吸収できないだろう。また、そのような終末期を迎

え、延命のために過大なコストをもたらすことを本人が望んでいないのではないか。人の命

は地球より重いが、地球の資源には限りがある。 

システムさえ整えば、多くの場合、家での看取りは、患者、病院、診療報酬、社会のいず

れの支払いも少なく、本人、家族、医療従事者などにも高い効用をもたらすものと考えられ

る。 

医療と介護のコストはどちらに分類されても、社会としてのコストは同じである。健康保

険には混合診療は原則認められていないが、介護保険の場合には混合自由で、保険で給付さ

れる枠以外に自費払いでどのように上乗せすることも可とした。ところが、介護保険の限度

以外に自費で求める介護を追加購入する人は、お金持ちでも全くわずかである。 

保険制度は人類が考え出した叡智である。誰にもまれに起こりうるが、起きた場合には悲惨

な状況を招くリスクに対して、リスクを避けたい者が費用を出し合って助け合う。ただし医

療保険においては、リスクに遭遇した患者はそれに見合う保険料を支払えず、私的保険とし

て成立しにくい。そこで、国家が国民全員を社会保険として強制加入させて保険料を徴収

し、全国民に平等、均一な医療を提供して運営する、というのが国民皆保険の概念である。

国民それぞれの価値観に合わせたケアについては、国が保険により一律給付するよりも、自

己の負担によって購入した方が、一般的にコスト・ベネフィットは高いと考えられる。 

介護事業の発展のためにも、国民の保険に対する認識を変える必要がある。 

＜第５章の参考文献＞ 

山 本 研 二 郎 、 瀬 岡 吉 彦 、 山 上 征 二 著 「 透 析 療 養 の 医 療 経 済 」 日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー 、 1995  

山 本 研 二 郎 、 瀬 岡 吉 彦 、 山 上 征 二 著 「 在 宅 療 法 の 医 療 経 済 」 日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー 、 1997  

坪 井 秀 孝 、 田 代 孝 雄 著 「 が ん の 在 宅 医 療 」 中 外 医 学 社 、 2002  

終 末 期 医 療 に 関 す る 検 討 会 編 「 今 後 の 終 末 期 医 療 の 在 り 方 」 、 中 央 法 規 出 版 、 2005 ６ ．  
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まとめと考察 

                                       

現在、日本では死亡原因の第一位は 1981 年以来ずっとがんであり、年々増加をしてい

る。しかし、日本においては、ずっと緩和ケア病棟を中心に緩和ケア提供体制を作ってきた

ことにより、緩和ケア病棟で亡くなるがん患者しか恩恵を受けていない状況が長く続いてい

た。 

諸外国では 、在宅ケアを中心に緩和ケア提供体制が作ら れてい る 。入所施設 も 、 看取 り を

行 う だけでな く 、 症状マネジ メ ン ト や家族のレ スパイ ト と し て も使われている 。 退所後は 、

多 く の患者は自宅へ戻 り 、 在宅ケア とデイ ケアを使いながら 、 在宅療養を続けている 。 自宅

へ戻る こ と ができ ない患者は 、介護を重点的に提供するナーシングホームにて 、 緩和ケアの

提供を受け る 。 このよ う に 、 患者が一般病院 ，緩和ケア施設 ， あ るいは自宅で自分の望む所

を利用でき ， 生活の場 とする こ と を可能にする ， また三つのどの施設でも一定以上の緩和ケ

アが受けら れるシ ステムにする こ と ， そ し て緩和ケアの主体 と な る患者の主体的な意志決定

と 参画がな される こ と が必要不可欠であ る ．  

日本において緩和ケアは 、 治癒が望めない患者に対し て行 う ケアだ と 一般には思われてい

る 。 ただ 、 治癒が望めない と判断する病院関係者では 、 統一し た見解はな く 、 この こ と が緩

和ケアの提供に影響してい る と思われる 。医師や看護師、福祉関係者への専門研修、患者側

の相談支援窓口の開設、早期から提供できる体制づくり、退院時合同カンファレンス、病院

と在宅の提供体制が一致、在宅の具体的なイメージ提示など、病院や緩和ケア病棟が在宅療

養支援のために果たす役割は大きい。今後 、 在宅療養を支援するために 、病院の緩和ケアチ

ーム と緩和ケア病棟は 、地域 と連携を図る試みを推進し てい く こ と が重要であ る 。 また 、 早

期から緩和ケアが関わってい く ためには 、 緩和ケア外来の働きが大き く 、 入院 と外来の担当

者が同一では診療報酬上の評価は現状ではな く 、 緩和ケア病棟 、 緩和ケアチーム 、地域コ ン

サルテーシ ョ ン 、 デイ ケア 、 相談支援窓口の設置について検討するべき であろ う 。  

現在 、欧州諸国は医療の供給 も財政 も公共であ る と こ ろが多 く 、 米国はその反対で 、 民間

が中心であ る 。日本は供給が民間 、 財政は公共の混合型であ る ために 、 医療を公共政策 と し

て語っては こ なかった 。 12 ） 今後日本において も 、 すべてのがん患者が緩和ケアの恩恵を受

け ら れる よ う に 、 行政の働きが一層強ま る であろ う 。 13 ） 患者の主体的な意志決定 と 参画が

な される よ う に 、 地域医療圏毎や 、 中核病院を中心 と し た医療計画において 、 緩和ケアの提

供体制を配置し 、 患者が望む継ぎ目のない緩和ケア提供がな される よ う 、 地域緩和ケアシ ス

テムを構築し てい く べき であ る 。  

 



 17 

７ ． 謝  辞 

本研究をまとめるにあたり、東京大学医療政策人材養成講座 2 期生と事務局の皆様の多

大なご協力に対し、御礼を申し上げます。また、お忙しい中にインタビューにお答え下さ

った皆様、そして日本ホスピス・在宅ケア研究会でのアンケート配布にご協力下さった黒

田さん、谷野さんに深謝致します。 

 今回、診療報酬や在宅側の問題点などを明らかにすることができませんでした。この研

究については、千葉大学法経学部広井良典教授に引き続きご教示頂きながら、研究を続け

ていきたいと思っています。 

本研究チームとしてご参加下さった渡邊さん、白川さんから、貴重なご提言を頂き、在

宅療養を支援する緩和ケア提供体制を作ることを、公共政策として行うことが重要である

と導くことができました。厚く御礼を申し上げます。 

 

〈引用文献、注〉 

１）この研究においては、ホスピス・緩和ケアを同義語とする 

２）日本ホスピス緩和ケア協会ＨＰ： http://www.angel.ne.jp/~jahpcu/         

（ ア ク セ ス ： 平 成 18 年 7 月 20 日 ）  

３）朝日新聞：緩和ケア？治療継続？あなたなら．2005.12.22 

４）シシリー・ソンダース他編、岡村昭彦監訳：ホスピスその理念と運動．雲母書房、2006 

５）近藤克則：「医療費抑制の時代」を超えて－イギリスの医療・福祉改革．医学書院、

2004:170‐ 195  

６）鈴木正寛：米国での緩和ケア医の育成．緩和医療学 2004;6(4):16-18  

７）栗原幸江：米国での緩和ケア関連ソーシャルワーカーの育成．緩和医療学 

2004;6(4):21-23  

８）服部洋一著、黒田輝政監修：米国ホスピスのすべて訪問ケアの新しいアプローチ．ミネ 

ルヴァ書房、2003 

９）厚生労働省・医師会、武田文和編著：がん緩和ケアに関するマニュアル．日本ホスピ 

ス・緩和ケア研究振興財団、2002 

１０）堀夏樹：緩和ケアにおける療養先の選択肢拡大を目指したネットワークづくり．緩和 

ケア2006;16(3):224‐ 228  

１１）及川優：やすらかな死を支えて。．リヴァープレス社、2002 

１２）広井良典：医療の経済学．日本経済新聞社、1994 

１３）藤田敦子：患者（市民 ) の声の医療行政への反映．病院 2005;64(12) ：1002－1005 



 18 

資料 在宅療養支援のための緩和ケアのあり方意識調査 問１０ 自由回答 

が ん の 家 族 を 短 期 間 で な く し 、 「 も っ と す る こ と が あ っ た の で は 」 と い う 思 い で 過 ご す 中 、 こ

の 大 会 に 出 会 い ま し た 。 亡 く し た 家 族 に は 十 分 な こ と が で き ま せ ん で し た が 、 一 時 は 「 ホ ス ピ ス

病 棟 」 の こ と も 考 え た こ と が あ り ま し た が 、 そ う い う 情 報 が ほ と ん ど な く 考 え あ ぐ ね て い る 内 に

亡 く し て し ま い ま し た 。 ホ ス ピ ス に 対 す る 情 報 が も っ と ほ し い で す 。 ま た 、 自 身 の 心 理 か ら 家 族

ケ ア の 大 切 さ も 思 い 至 り ま し た 。 （ 一 般 ）  

全 国 統 一 し た 体 制 が い る と 思 い ま す （ 病 院 、 看 護 師 ）  

す べ て の 人 に 死 は あ る （ 癌 の ひ と の み で は な い ） 。 で は す べ て の 人 が 在 宅 介 護 を 受 け て 死 を 迎

え る こ と が 出 来 る よ う な 体 制 。 今 日 、 山 崎 医 師 の お 話 を 聞 い て 感 じ た 想 い で す 。 （ 一 般 ）  

在 宅 緩 和 ケ ア に 従 事 し て 数 年 に な り ま す が 、 ま ず医 療 者 の 在 宅 ケ ア の 意 識 と 理 解 度 が 非 常 に 低

い こ と を 悲 し く 思 っ て い ま す 。 地 域 性 も あ る と 思 い ま す が 、 病 院 で あ る い は 医 療 者 の 癌 患 者 へ の

緩 和 ケ ア 治 療 の 勉 強 不 足 や “ や っ か い 払 い ” の た め 無 理 矢 理 在 宅 へ 持 ち 込 む と い う 症 例 が ま だ ま

だ 多 い の が 現 状 で す 。 一 般 の 方 に 広 め る よ り 先 ず医 療 者 の 意 識 と 知 識 の 向 上 が 望 ま れ る と 思 い ま

す 。 特 に イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト に つ い て さ ら な る 教 育 が 必 要 と 考 え て い ま す 。 （ 在 宅 医 師 ）  

緩 和 ケ ア の 最 新 情 報 の 周 知 （ ど こ ま で 対 応 で き る の か ） 。 緩 和 ケ ア を 受 け ら れ る 場 所 を 開 示

（ ど こ に 行 け ば 良 い の か ） 。 緩 和 ケ ア の 相 談 窓 口 の 公 表 （ 一 般 、 主 婦 ・ 看 護 師 ）  

地 域 で 福 祉 セ ン タ ー 、 癌 に つ い て の 講 演 会 、 シ リ ー ズ 〈 定 期 的 に 〉 開 催 す る （ 年 ６ 回 ） 。 啓 も

う 活 動 が 大 切 。 〈 目 的 〉 い つ 誰 が そ の 立 場 に 立 た さ れ る か 不 透 明 な 問 題 を 意 識 づ け る 。 1) 家 族 へ

相 談 窓 口 、 セ カ ン ド オ ピ ニ オ ン に つ い て  2 ） 化 学 療 法 と 副 作 用  3 ） コ ン サ ル テ ー シ ョ ン と は  4)

在 宅 タ ー ミ ナ ル 県 民 フ ォ ー ラ ム  5) ア ン ケ ー ト 結 果 よ り  6) 独 居 の 方 へ の 支 援 対 策 ( 病 院 看 護

師 )   

緩 和 ケ ア が で き る 在 宅 医 が 少 な い と 思 い ま す 。 最 近 国 立 Ｈ ｓ ｐ で 癌 サ ポ ー ト セ ミ ナ ー と い う 在 宅

向 け の 研 修 会 が 行 わ れ る よ う に な り 参 加 し て い ま す 。 こ の よ う な も の が た く さ ん あ れ ば 良 い と 思

い ま す 。 （ 在 宅 看 護 師 ）  

緩 和 ケ ア は 誰 に で も 必 要 だ と い う こ と を 、 医 療 ス タ ッ フ 、 患 者 、 家 族 に も け い も う し て い く こ

と が 必 要 だ と 思 い ま す 。 Ｄ ｒ ． は 痛 み を 取 る こ と し か 頭 に な い 人 が い て 、 も っ と も っ と 研 修 会 な

ど に 参 加 し て 頂 き た い で す 。 （ 病 院 看 護 師 ）  

在 宅 療 養 支 援 診 療 所 が ど こ ま で 機 能 す る の か ？ ど の Ｈ Ｐ が 認 可 さ れ た の か ？ セ カ ン ド オ ピ ニ オ

ン 体 制 を 機 能 し て ○ ○ に 対 す る 。 訪 問 Ｎ ｓ は 少 な い の で ヘ ル パ ー の 質 を 上 げ て 病 的 な 処 置 を 指 導

の 元 で ヘ ル パ ー が で き る よ う に し な い と 受 け 入 れ が む ずか し い 。 毎 日 Ｎ ｓ の 希 望 さ れ て も 受 け 入

れ 先 が な い 。 夜 間 土 ・ 日 の 対 応 も 必 要 。 Ｎ ｓ が 一 度 入 っ た ら 症 状 が お ち つ い て も そ の ま ま に な

る 、 あ る 程 度 3 ヶ 月 、 6 ヶ 月 で Ｎ ｓ 終 了 に し て い か な い と Ｎ ｓ が 足 り な い （ 在 宅 地 域 包 括 Ｓ ）  
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緩 和 ケ ア と い う の は 病 気 も が ん と Ａ Ｉ Ｄ Ｓ の み に 限 定 す る の で は な く 、 終 末 期 の み に 限 定 す る

も の で は な い と い う 動 き が 出 て い る の は 望 ま し い と 思 い ま す 。 病 気 の Ｓ ｔ ａ ｇ ｅ に 関 係 な く 痛 み

か ら 解 放 さ れ た い と 思 う の は 患 者 の 自 然 の 思 い で す の で 。 そ れ が 施 設 の み で な く ｃ ｏ ｍ ｍ ｕ ｎ ｉ

ｔ ｙ で 、 或 い は 自 宅 で 受 け ら れ る よ う な 動 き が 少 し ず つ で す が 出 て い る の も 頼 も し い で す 。                                           

在 宅 ケ ア 、 が ん の 終 末 期 を ケ ア と す る と ネ ッ ト 上 で 紹 介 さ れ て い て も 実 際 に 行 っ て い な か っ た

り 、 経 験 数 が 好 く な か っ た り と 実 態 が つ か み に く い と こ ろ が あ る 。 （ 一 般 ）  

患 者 本 人 の 意 志 を 尊 重 し て 、 で き る だ け Ｑ Ｏ Ｌ を 保 ち な が ら 最 期 を 迎 え ら れ る よ う な 体 制 が 全

国 規 模 で 確 立 さ れ る こ と 。 （ も ち ろ ん 患 者 家 族 も 同 様 に ・ ・ ・ ） （ 一 般 会 社 員 ）  

激 し い 痛 み や 失 望 は 、 が ん だ け に 伴 う も の で は な い と 思 い ま す 。 痛 み に 対 し て 最 新 の 情 報 を 得

て 、 適 切 な 対 応 や 治 療 を 受 け る 権 利 が だ れ に で も あ る こ と を 、 患 者 も 健 康 な 人 も 医 療 福 祉 関 係 者

に も 周 知 さ れ て ほ し い で す 。 （ 一 般 学 生 ）  

独 居 者 で も 本 人 が 望 み が あ れ ば 在 宅 ケ ア が 最 期 ま で 提 供 で き る よ う に 国 や 自 治 体 の 支 援 が 必 要

と 思 い ま す 。 医 療 や 福 祉 の 面 で 命 の 大 切 さ を 根 本 的 に み な お す べ き だ と 思 い ま す 。 又 、 医 師 、 Ｎ

ｓ 、 福 祉 で 働 く 方 々 が 緩 和 ケ ア 、 専 門 研 修 を 受 け 、 対 応 可 能 な 体 制 づ く り を 徹 底 さ せ て ほ し い と

思 い ま す 。 （ 病 院 ）  

緩 和 ケ ア の 対 象 を 「 が ん 」 「 AIDS 」 だ け に 限 ら ず 、 ど ん な 疾 患 の 終 末 期 に も 対 応 で き る よ う に

な れ ば と 思 い ま す 。 （ 病 院 Ｐ Ｃ Ｕ コ ー デ ィ ネ ー タ ）  

そ の 人 ら し く 過 ご せ る 支 援 、 そ の 人 の 思 い に 沿 っ た ケ ア の 提 供 が で き る こ と が 、 緩 和 ケ ア で は

な い か と 思 い ま す （ 病 気 の 種 類 、 有 無 に か か わ ら ず ） 。 そ う す る と 、 PCUPCT や 山 崎 先 生 の コ ミ

ュ ニ テ ィ ケ ア な ど の 場 が ふ え る こ と も 必 要 で す が 、 既 存 の 医 療 、 福 祉 、 教 育 （ 広 く 言 え ば 世 の 中

全 体 ） が ち ょ っ と し た 気 づ か い を し あ え る よ う に な る だ け で も 、 今 よ り ず っ と 住 み や す い 世 の 中

に な る の で は な い か と 思 い ま す 。 （ 病 院 看 護 師 ）  

緩 和 ケ ア は ど の 場 所 に お い て も 提 供 で き る こ と が 理 想 と 思 う 。 在 宅 療 養 は 、 苦 痛 の コ ン ト ロ ー

ル と 介 護 力 の 保 持 が キ ー ポ イ ン ト と 思 い ま す 。 （ 病 院 看 護 師 ）  

精 神 的 ・ 身 体 的 ・ 社 会 的 苦 痛 を 緩 和 す る も の で あ っ て ほ し い と 思 い ま す 。 又 、 家 族 の 不 安 を や

わ ら げ 、 生 き る 力 、 死 に む か う 力 を 共 に 持 て る 環 境 を （ 病 院 、 在 宅 と も ） つ く る 土 俵 を 養 う こ と

が 必 要 と 考 え ま す 。 （ 在 宅 ホ ー ム ヘ ル パ ー ）  

在 宅 療 養 を は じ め て 5 ヶ 月 の 患 者 家 族 で す （ 私 自 身 は 急 性 期 病 院 勤 務 の 医 療 職 で も あ り ま

す ） 。 ま だ ま だ 現 在 進 行 形 で 今 後 ど う な る の か わ か ら な い 状 態 で す が 、 今 ま で の 経 過 で 大 事 だ と

思 っ た こ と は 、 患 者 本 人 に か く さ れ て い る 情 報 が な く 、 本 人 が 意 思 決 定 す る こ と で す 。 今 後 も

様 々 な 選 択 が 必 要 に な る と 思 わ れ ま す が 、 “ 誰 に と っ て も 意 味 の な い 時 間 ” が 出 来 て し ま わ な い

よ う に 考 え て い き た い と 思 い ま す 。 緩 和 ケ ア に 期 待 す る の は 、 本 人 の 希 望 を 共 有 し て 、 そ の 為 に
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で き る こ と を 各 職 種 の 方 そ れ ぞ れ に 助 け て い た だ き た い と い う 事 、 そ の 為 に は 患 者 側 も 病 気 の 状

態 や で き る 事 、 で き な い 事 を 理 解 し て 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る 努 力 が 必 要 だ と 思 い ま す 。  

（ 一 般 患 者 家 族 ）  

病 院 で 亡 く な る 方 が 多 い 中 で 、 在 宅 で 看 取 り を す る と い う 事 は 、 御 本 人 、 御 家 族 共 に エ ネ ル ギ

ー が 必 要 な 事 で あ る と 思 い ま す 。 病 院 で 勤 務 す る 中 で 、 在 宅 へ 帰 る 為 に は さ ま ざ ま な 問 題 が あ る

と 感 じ ま す 。 家 族 自 身 が 支 え る 力 、 理 解 度 な ど で す 。 地 域 と の 連 携 が 積 極 的 に さ れ る よ う な 場 が

も て て い け ば 情 報 の 橋 渡 し も で き 、 患 者 さ ん も 安 心 し て 自 宅 へ 戻 れ る の で は な い か と 考 え ま す 。

た だ 中 に は 在 宅 を の ぞ ま れ な い 患 者 さ ん も い ら っ し ゃ い ま す 。 医 療 者 と し て ど こ ま で そ の 人 に 寄

り 添 っ て い け る か 、 い つ も 考 え て い ま す 。 患 者 さ ん だ け で は な く 、 そ の 家 族 も 含 め 、 積 極 的 に か

か わ り 、 サ ポ ー ト 力 に か か わ ら ず 自 宅 で 過 ご せ る よ う な 働 き か け が 出 来 る 技 術 と 知 識 を 身 に つ け

た い と 思 い ま す 。 （ 病 院 看 護 師 ）  

現 在 一 般 病 棟 で 緩 和 ケ ア を 行 っ て お り 、 一 般 病 棟 で あ り な が ら 急 性 期 か ら 終 末 期 ま で ケ ア し て い

る 。 患 者 様 と も っ と 話 が し た い と 思 い な が ら も 毎 日 の 多 忙 な 検 査 出 し 、 入 院 の 受 け 入 れ 、 VS の

観 察 ・ ・ ジ レ ン マ に 陥 っ て い る 。 し か し 今 年 か ら 毎 週 病 棟 勉 強 会 を 行 い 、 緩 和 医 療 に つ い て や 入

院 さ れ て い る 患 者 様 に つ い て STAS 評 価 を 行 っ て お り 、 少 し ず つ 関 心 は 高 ま っ て い る 。 （ 在 宅 ）  

私 は 今 ホ ス ピ ス ケ ア に つ い て 勉 強 中 で す 。 日 本 の 緩 和 ケ ア は 理 想 的 に 発 展 し て い る と こ ろ と 全 く

ま た は ほ と ん ど 緩 和 ケ ア が 普 及 し て い な い と こ ろ に わ か れ る と 思 い ま す 。 地 域 の 問 題 も あ る と 思

い ま す が 、 ケ ア の 差 が で て き て い る よ う に 感 じ て い ま す 。 私 の 地 域 で は 緩 和 ケ ア は 普 及 し て い ま

せ ん 。 今 の 研 修 が 終 了 し 、 地 域 に 戻 っ た 時 に ど う し て い く の か 、 何 か ら や る べ き な の か と 考 え て

い き た い で す 。 （ 病 院 看 護 師 ）  

こ の 様 な 市 民 フ ォ ー ラ ム に 出 席 す る に つ け て 、 あ ら た め て ホ ス ピ ス ・ 緩 和 ケ ア の 広 が り に 驚 か

さ れ ま す 。 こ こ ま で そ の 広 が り の た め に 尽 力 さ れ た 方 々 に 敬 意 を 表 し ま す 。 （ 一 般 学 生 ）  

訪 問 看 護 ST 管 理 者 で す 。 利 用 者 の ２ ～ 3 割 が 緩 和 ケ ア を 必 要 と し て い る い ろ い ろ な 段 階 の が

ん の 方 、 1 割 が 死 を 目 前 に 控 え た 方 と 、 特 に こ の １ ～ 2 年 、 在 宅 で の 緩 和 ケ ア の 必 要 性 を 強 く 感

じ て い ま す 。 こ の 4 月 ～ 在 宅 支 援 診 療 所 と な っ た 地 域 の 医 院 、 ク リ ニ ッ ク の 先 生 方 も 必 要 性 を 感

じ て い ら っ し ゃ い る よ う で す が 、 実 際 に は 経 験 も 少 な く 、 基 本 的 な 麻 薬 の 使 用 の 方 法 す ら 知 ら な

い 先 生 も 少 な く あ り ま せ ん 。 ま た 、 患 者 を 地 域 に 出 す 病 院 も と り あ え ず 誰 で も い い か ら 往 診 医 を

つ け て 退 院 さ せ て し ま え ば OK と い う と こ ろ が 少 な く な い 状 態 で す 。 現 場 は 混 乱 し 困 っ て い ま

す 。 （ 在 宅 看 護 師 ）  

市 民 の 在 宅 、 緩 和 に 対 す る 意 識 が 低 い こ と も 考 え ら れ る 。 日 頃 か ら “ 死 ” に 対 し て も っ と 学 習

し て 最 期 を 自 分 は ど の よ う に 迎 え た い の か 考 え て お く こ と が 必 要 だ と 思 う 。 そ の た め に は 情 報 を

得 る こ と と 、 病 院 な の か ホ ス ピ ス な の か 自 宅 な の か 、 そ れ 以 外 で 等 、 選 択 で き る も の が 存 在 す る
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こ と も 必 要 だ と 思 う 。 （ 病 院 看 護 師 ）  

在 宅 医 療 体 制 の 充 実 、 看 護 ・ 介 護 ケ ア 体 制 の 充 実 、 介 護 者 の 負 担 軽 減 の 充 実 、 ボ ラ ン テ ィ ア の

充 実 、 な ど な ど の 体 制 の 整 備 と そ の チ ー ム 連 携 の 体 制 の 充 実 が 重 要 と 思 わ れ ま す 。 ( 在 宅 ケ ア マ

ネ ジ ャ ー )  

ホ ス ピ ス ボ ラ ン テ ィ ア を し て い ま す が 、 ス ピ リ チ ュ ア ル ケ ア が ほ と ん ど で き る 状 態 の 方 は い ら

っ し ゃ い ま せ ん 。 早 く 時 期 に 施 設 に 入 り 、 入 退 院 が で き る よ う 、 本 人 が 自 己 決 定 で き る よ う に 早

期 入 院 し な け れ ば 深 い 話 は で き ま せ ん 。 ホ ス ピ ス の あ り 方 を 再 考 し て い か な け れ ば な ら な い と 思

い ま す 。 （ 一 般 そ の 他 ）  

家 族 が 看 護 に つ け な い 人 も 在 宅 で 過 ご せ る よ う な 制 度 が 早 く で き る よ う 希 望 し ま す 

（ 病 院 看 護 師 ）  

在 宅 緩 和 ケ ア と 厚 生 労 働 省 の か け 声 は い い が 、 地 域 に お け る 受 け 入 れ 医 の 標 準 化 が で き て い な

い の で は と 思 わ れ る 。 県 単 位 で の 動 き に は 無 理 が あ り 、 国 と し て 早 急 に 医 療 体 制 の 整 備 が 必 要 で

は と 思 う （ 一 地 方 の 調 剤 薬 剤 師 ） 在 宅 

ま だ ま だ 認 識 が 足 り な い と 思 い ま す が 、 病 棟 で の ケ ア 以 外 の 選 択 肢 と し て あ る べ き 姿 が 在 宅 ホ

ス ピ ス だ と 思 い ま す 。 家 族 も 医 師 も 地 域 ボ ラ ン テ ィ ア も 巻 き 込 ん だ 緩 和 ケ ア は 理 想 の 姿 で す よ

ね 。 家 に 帰 り た く て も 帰 れ な か っ た 患 者 さ ん や 家 族 を 支 え る 活 動 が 地 域 で で き れ ば い い な と 考 え

て い ま す 。 ホ ス ピ ス ボ ラ ン テ ィ ア に 関 わ っ て 感 じ ま し た 。 （ 一 般 ボ ラ ン テ ィ ア ）  

死 と い う も の が 身 近 な も の に な る よ う に 、 「 病 院 死 」 の 文 化 か ら 「 在 宅 死 」 の 文 化 へ 変 え て い

く こ と は 難 し い こ と と は 思 い ま す が 、 こ れ か ら を 支 え る 子 供 へ の 教 育 も 必 要 と 思 い ま す 。  

（ 在 宅 看 護 師 ）  

在 宅 で 診 て 下 さ る 医 師 が 少 な い 。 高 齢 、 過 疎 で あ る こ と 、 介 護 に よ り 失 職 し 収 入 が な く な る

等 々 で 在 宅 や 有 料 居 宅 困 難 の 患 者 様 は 多 い で す 。 癌 難 民 が 増 加 し な い 支 援 シ ス テ ム が 求 め ら れ ま

す 。 理 解 の あ る 医 師 ・ 看 護 師 は 自 ら 求 め て 専 門 研 修 を 受 け て い ま す が 、 理 解 、 興 味 、 関 心 の 少 な

い （ 又 は な い ） 医 療 者 を も 動 か す 政 策 か ら の ア プ ロ ー チ が 重 要 と 思 い ま す 。 啓 発 も 興 味 、 関 心 の

な い 方 の 目 、 耳 、 心 に は 届 き ま せ ん 。 （ 在 宅 看 護 師 ）  

癌 に 限 ら な い 在 宅 タ ー ミ ナ ル ケ ア の 中 の ひ と つ と し て の 緩 和 ケ ア （ こ と ば と し て こ れ は 治 療 を

中 心 と し た 認 識 が 強 い ） と 位 置 付 け て い る た め 、 ど ん な 疾 患 、 加 齢 に よ る も の で も 終 末 期 ケ ア は

同 じ で あ る と 考 え ま す 。 末 期 と 思 わ れ た 方 が 復 活 し て い る 例 な ど も あ る の で 、 病 気 と 寿 命 は 違

い 、 終 末 期 と 捉 え る か は 妥 当 か 疑 問 を も つ 事 も 多 々 あ り ま す （ 問 ２ ） 。 医 師 が 抱 え 込 ま な い こ と

が 大 切 （ 力 量 に 合 わ な い 時 は バ ト ン タ ッ チ す る 勇 気 が 必 要 ） 。 訪 問 看 護 師 の 確 保 （ 質 も 向 上 、 労

働 条 件 な ど ） 難 し い 。 （ 在 宅 看 護 師 ）  
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医 師 の 緩 和 ケ ア の 専 門 研 修 ま で い か な く て も 、 Ｄ ｒ に よ っ て は 緩 和 ケ ア に 対 す る 理 解 、 認 識 が

う す い （ と 言 っ た ら 失 礼 か も し れ ま せ ん が ・ ・ ・ ） 方 が い ら っ し ゃ る と 思 い ま す 。 積 極 的 な 治 療

が 望 め な く な っ た Ｐ ｔ さ ん が 残 さ れ た 時 間 を 有 意 義 に 過 ご せ る よ う に 導 い て ほ し い で す 。 中 に

は 、 最 後 ま で 苦 し い 治 療 を 望 ま れ る 方 も い る か も し れ ま せ ん が 、 そ れ な ら 、 そ れ を 納 得 し て で き

る よ う に 。 Ｐ ｔ さ ん が 頼 る の は 、 Ｄ ｒ で あ る 場 合 が 大 部 分 を 占 め る と 思 う の で ・ ・ ・ 。 何 種 類 か

の 選 択 肢 の 中 に 、 在 宅 ケ ア が あ る 事 を （ 今 と な っ て は 、 大 部 分 知 れ 渡 っ て き た と 思 い ま す

が ・ ・ ・ ) 、 在 宅 ケ ア を し な が ら ヘ ロ ヘ ロ の 状 態 で 病 院 受 診 （ 予 約 が あ る か ら と ） さ れ て い る 方

も い ま す 。 予 約 が な い と 不 安 だ か ら と 思 わ れ る か も し れ ま せ ん が 、 そ う じ ゃ な い 事 を 導 い て ほ し

い 。 考 え が ま と ま ら ず 、 す み ま せ ん が ・ ・ 。 （ 在 宅 看 護 師 ）  

現 在 は 緩 和 ケ ア と い う と 病 気 が 特 定 し て し ま う が 、 他 で も 精 神 的 苦 痛 を 取 り 除 く と い う 意 味 で

は 違 わ な い と 思 う 。 医 療 関 係 以 外 、 一 般 と し て は 人 と し て の 社 会 性 、 関 わ り を 大 切 に し た い と 思

う 。 ボ ラ ン テ ィ ア は （ 現 在 、 活 動 中 ） 圧 倒 的 に 60 ～ 70 代 女 性 が 殆 ど だ が 、 患 者 の 年 齢 層 は 幅 広

い 。 も っ と 広 く 男 女 ・ 年 齢 層 を 問 わ ず 参 加 出 来 、 そ れ を 理 解 要 約 で き る 現 在 の 社 会 状 況 の 変 化 を

求 め る 。 （ ボ ラ ン テ ィ ア 音 楽 関 係 ）  

緩 和 ケ ア 研 修 等 を 地 域 で 広 め て ほ し い 。 （ 在 宅 そ の 他 ）  

ニ ー ズ を 持 っ て い る は ず な の に 、 「 こ う し た い ・ ・ 、 こ う し て も ら い た い ・ ・ 」 と 思 っ て い る

は ず な の に 、 そ れ は 困 難 だ と 思 い 、 表 出 さ れ て い な い 場 合 が 多 い と 感 じ て い ま す 。 患 者 ・ 家 族 へ

在 宅 療 養 の イ メ ー ジ と 緩 和 ケ ア の あ り 方 の 丁 寧 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は 取 れ て い ま せ ん 。 こ れ

は 、 双 方 向 で す か ら 、 医 療 側 と 患 者 ・ 家 族 の 側 も 今 後 努 力 が 必 要 で す 。 こ の ア ン ケ ー ト の 質 問 の

項 目 は 全 部 必 要 だ と 感 じ ○ 印 を つ け ま し た が 、 決 し て い い か げ ん に 付 け て は い ま せ ん 。 こ の 研 究

が 大 き な 成 果 を 上 げ て く だ さ る よ う に と 願 っ て や み ま せ ん 。 （ 一 般 福 祉 Ｎ Ｐ Ｏ ）  

が ん の 在 宅 緩 和 ケ ア 実 現 の 道 筋 は 、 高 齢 者 の 介 護 支 援 、 障 害 者 の 社 会 支 援 、 母 子 家 庭 、 父 子 家

庭 の 社 会 支 援 、 な ど に 共 通 す る も の だ と 考 え る 。 ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン の 普 及 と 実 践 、 弱 い 立 場

に 立 つ こ と を 自 分 の こ と と 捉 え る 認 識 、 障 害 を も つ こ と を 自 分 の こ と と 捉 え る 意 識 、 社 会 の 中 に

様 々 な 考 え の 人 が 存 在 す る こ と を 当 た り 前 と 捉 え る 意 識 、 人 の 人 生 は 本 人 に 決 定 す る 権 利 が あ

り 、 尊 重 す べ き で あ る と い う 意 識 が 成 熟 す る こ と が 必 要 だ と 考 え る 。  基 本 的 に 、 が ん で あ っ て

も 、 が ん で な く て も 、 ケ ア を 必 要 と す る 場 合 に は 、 本 人 の ニ ー ズ に 対 し て 医 療 ・ 介 護 ・ 社 会 福

祉 ・ イ ン フ ォ ー マ ル 支 援 な ど が チ ー ム と し て そ れ ぞ れ の 役 割 で サ ポ ー ト す る こ と が 必 要 で 、 決 定

権 は 本 人 （ 家 族 ） に あ り 、 専 門 家 は 本 人 （ 家 族 ） が 決 定 で き る よ う に 情 報 を 提 供 し サ ポ ー ト す る

こ と が 重 要 で あ っ て 、 そ れ を 可 能 に す る 制 度 を 実 現 し て い く こ と が 私 た ち 自 身 の 課 題 で あ る と 考

え る 。 （ 在 宅 そ の 他 ）  

 




